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「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
と
は
、
70
歳
か
ら
74
歳
の
国
保
加
入
者
の
か

た
が
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
に
、
保
険
証
と
一
緒
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
一
部
負

担
金（
医
療
費
自
己
負
担
分
）の
割
合
を
示
す
た
め
の
も
の
で
す
。

現
在
お
持
ち
の
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
が
７
月
31
日
と
な
っ
て
い
る
か
た
に

は
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
８
月
１
日
か
ら
は
、
新

し
い
高
齢
受
給
者
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

な
お
、
マ
イ
ナ
保
険
証
（
保
険
証
利
用
登
録
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
で
受
診

す
る
場
合
は
、
高
齢
受
給
者
証
の
提
示
は
不
要
で
す
。

注

意

点

高
齢
受
給
者
証
は	

	

世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま
す

高
齢
受
給
者
証
は
、
世
帯
主
の
か
た
あ
て
に
郵

送
し
ま
す
。
世
帯
主
が
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
対

象
者
で
は
な
い
世
帯
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

生
年
月
日
が
昭
和
24
年
８
月
１
日
以
前	

	

の
か
た
に
は
郵
送
し
ま
せ
ん

生
年
月
日
が
昭
和
24
年
８
月
１
日
以
前
の
か
た

に
は
、
高
齢
受
給
者
証
は
郵
送
し
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
か
た
に
は
、
75
歳
の
誕
生
日
ま
で
に

「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
を
郵
送
し
ま

す
。
75
歳
の
誕
生
日
以
降
は
、
高
齢
受
給
者
証
が

不
要
と
な
り
、
保
険
証
の
み
で
医
療
機
関
を
受
診

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

生
年
月
日
が
昭
和
24
年
８
月
２
日
か
ら	

	

昭
和
25
年
７
月
31
日
ま
で
の
か
た

来
年
の
７
月
31
日
ま
で
の
間
に
75
歳
に
な
る
か

た
は
、
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
が
75
歳
の
誕

生
日
の
前
日
と
な
り
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ

	

保
険
課
国
保
係　
☎
43
‐
７
０
４
７

あ
な
た
の
負
担
割
合
は
何
割
？

８
月
１
日
以
降
の
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
令

和
５
年
中
の
収
入
・
所
得
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

高
齢
受
給
者
証
の
「
一
部
負
担
金
の
割
合
」
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※�

下
表
の
「
現
役
並
み
所
得
の
か
た
」
に
つ
い
て

の
詳
細
は
、
２
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

見 本見 本

負
担
割
合

現
役
並
み
所
得

の
か
た

３
割

現
役
並
み
所
得

以
外
の
か
た

２
割

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
お
送
り
し
ま
す

8月1日	
からの
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ご
利
用
く
だ
さ
い
！
限
度
額
適
用
認
定
証

医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き
は
、「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
ま
た
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
一
部
負
担
金
の
請
求
が
所

定
の
限
度
額（
詳
細
は
３
ペ
ー
ジ
）に
抑
え
ら
れ
ま
す
。

※�

現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、
令
和
６

年
７
月
31
日
で
す
。
８
月
以
降
も
認
定
証
が
必
要
な
か

た
は
、
８
月
１
日
以
降
に
窓
口
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。

★
必
要
な
も
の

•�

保
険
証

★
申
請
窓
口

•�

保
険
課
国
保
係（
大
館
市
役
所
１
階
８
番
窓
口
）

•�

比
内
・
田
代
総
合
支
所　

市
民
生
活
係

マ
イ
ナ
保
険
証
な
ら	

	

限
度
額
適
用
認
定
証
の
申
請
は
不
要

医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
に
、
マ
イ
ナ
保
険
証
（
保
険

証
利
用
登
録
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
で
受
付
を
す

る
と
、
限
度
額
適
用
認
定
証
等
が
な
く
て
も
一
部
負
担
金

の
請
求
が
所
定
の
限
度
額
に
抑
え
ら
れ
ま
す
。

※�

受
付
の
際
に
、
顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の
画
面

上
で
、
高
額
療
養
費
の
限
度
額
情
報
の
提
供
に
同
意
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

※�

国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
か
た
は
限
度
額
適
用

認
定
証
の
申
請
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

医
療
費（
一
部
負
担
金
／
月
額
）が
所
定
の
限
度
額

に
抑
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
入
院
時
の
食
事
代
も
減

額
さ
れ
ま
す
。

市
県
民
税
非
課
税
世
帯　
区
分
オ

•��

70
歳
未
満
の
国
保
加
入
者
で
、
世
帯
主
及
び
国
保

加
入
者
全
員
が
市
県
民
税
非
課
税
の
世
帯
の
か
た

（
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
世
帯
主
も
非
課
税
で

あ
る
こ
と
）

市
県
民
税
非
課
税
世
帯　
低
所
得
者
Ⅱ

•�

国
保
高
齢
受
給
者（
70
～
74
歳
）で
、
世
帯
主
及
び

国
保
加
入
者
全
員
が
市
県
民
税
非
課
税
の
世
帯
の

か
た

市
県
民
税
非
課
税
世
帯　
低
所
得
者
Ⅰ

•�

国
保
高
齢
受
給
者
で
、
世
帯
主
及
び
国
保
加
入
者

全
員
が
市
県
民
税
非
課
税
で
あ
り
、
※

前
年
中
の

基
準
所
得
が
０
円
の
世
帯
の
か
た

※�

前
年
中
…
令
和
６
年
８
月
１
日
以
降
に
交
付
す

る
場
合
は
「
令
和
５
年
中
」

※�

基
準
所
得
が
０
円
…
一
人
世
帯
で
年
金
収
入
の

み
の
場
合
は
収
入
が
80
万
円
以
下

限
度
額
適
用
認
定
証

医
療
費
が
所
定
の
限
度
額
に
抑
え
ら
れ
ま
す
。

区
分
ア
・
イ
・
ウ
・
エ

•��

70
歳
未
満
の
国
保
加
入
者
で
世
帯
主
及
び
国
保

加
入
者
の
中
に
市
県
民
税
課
税
者
が
い
る
世
帯
の

か
た

現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ

•�

国
保
高
齢
受
給
者
で
、
世
帯
内
に
70
～
74
歳
か
つ

市
県
民
税
課
税
標
準
額
が
１
４
５
万
円
以
上
６
９

０
万
円
未
満
の
国
保
加
入
者
が
い
る
か
た

国
保
高
齢
受
給
者（
70
～
74
歳
）で
区

分
が
一
般
の
か
た
及
び
現
役
並
み
所
得

Ⅲ
の
か
た
は
、
限
度
額
認
定
証
は
発
行

さ
れ
ま
せ
ん
。

医
療
機
関
等
で
高
齢
受
給
者
証
を
提
示
ま
た
は
マ

イ
ナ
保
険
証
で
限
度
額
情
報
を
提
供
す
れ
ば
、
医
療

費
が
所
定
の
限
度
額（
詳
細
は
３
ペ
ー
ジ
）に
抑
え
ら

れ
ま
す
。

事
前
に
区
分
を
知
り
た
い
か
た
は
左
記
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

	

保
険
課
国
保
係　
☎
43
‐
７
０
４
７

国保の
かたへ
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医療機関での自己負担限度額（月額）医療機関での自己負担限度額（月額）

★70歳未満のかた★
総所得金額等※ 区分 ３回目までの限度額（過去12カ月間） ４回目からの限度額	

（過去12カ月間）
901万円超 ア 252,600円+（総医療費－842,000円）×1％ 140,100円

600万円超 
901万円以下 イ 167,400円+（総医療費－558,000円）×1％ 93,000円

210万円超 
600万円以下 ウ 80,100円+（総医療費－267,000円）×1％

44,400円
210万円以下 エ 57,600円

市県民税非課税世帯 オ 35,400円 24,600円

※総所得金額等＝総所得金額（収入総額－必要経費－給与所得控除－公的年金等控除）－基礎控除（43万円）
•�所得の申告がない場合は、区分「ア」になります。
•�同じ医療機関で入院・外来・歯科がある場合や、複数の医療機関で受診している場合などは、それぞれ
で21,000円以上の支払いがあれば合算します。21,000円未満のものは対象外です。
•�同じ世帯の２人以上のかたに支払いがある場合は、21,000円以上の支払いがあれば合算できます。

★70歳以上のかた★
市県民税課税標準額 所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

690万円以上 現役並み所得者Ⅲ
現役並み所得者は
外来（個人単位） 

なし

252,600円+（総医療費－842,000円）×1％ 
（過去12カ月間で4回目からは140,100円）

380万円以上
690万円未満 現役並み所得者Ⅱ 167,400円+（総医療費－558,000円）×1％ 

（過去12カ月間で4回目からは93,000円）
145万円以上
380万円未満 現役並み所得者Ⅰ   80,100円+（総医療費－267,000円）×1％ 

（過去12カ月間で4回目からは44,400円）
145万円未満 
の課税世帯※ 一　　　般 18,000円 

◆年間144,000円
57,600円 

（過去12カ月間で4回目からは44,400円）

市県民税非課税世帯 
（Ｐ２参照）

低所得者Ⅱ
8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円

※�世帯収入の合計額が520万円（１人世帯の場合は383万円）未満の場合及び総所得金額等が210万円以
下の場合も含む。
◆�年間上限額は、８月診療分から翌年７月診療分の１年間で計算します。申請の対象となるかたには、市
から通知をお送りします。

国民健康保険一部負担金徴収猶予及び免除制度
　次のような事情により生活が著しく困難となった場合は、一部負担金の徴収猶予または免除を受け
ることができます。
　①�震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、または障害者となった、もしくは資
産に重大な損額を受けたとき

　②�干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少
したとき

　③事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

　要　件
　入院療養を受ける被保険者がいること
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後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

現
在
ご
使
用
の
保
険
証
が
７
月
31
日
で
有
効
期
限
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
新
し
い
保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す
。
自
動
更
新
で
す
の
で
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
８
月
１
日
以
降
は
、

郵
送
さ
れ
た
新
し
い
保
険
証
も
し
く
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証（
保
険
証
利
用
登
録
を
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

な
お
、
被
保
険
者
お
よ
び
世
帯
の
か
た
の
所
得
に
応
じ
て
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割
合
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
保
険
証
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

新
し
い
保
険
証
は
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し
ま
す

今
回
送
付
す
る
保
険
証
は
、
個
人
番
号
と
保
険
情
報
の

連
携
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
台
紙
に
「
個
人

番
号
の
下
４
桁
」
を
記
載
し
て
い
ま
す
。（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用
に
は
登
録
が
必
要
で
す
）

お
届
け
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
、「
特
定
記
録
郵

便
」
で
郵
送
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
／

限
度
額
適
用
認
定
証
を
お
持
ち
の
か
た
へ

一
部
負
担
割
合
が
１
割
の
か
た
の
う
ち
、
世
帯
員
全
員

が
市
県
民
税
非
課
税
の
世
帯
の
か
た
は
、
１
カ
月
の
医
療

費
一
部
負
担
額
が
減
額
に
な
る
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
部
負
担
割
合
が
３
割
の
か
た
の
う
ち
、
課
税
所
得
６

９
０
万
円
未
満
の
か
た
は
、
１
カ
月
の
医
療
費
の
一
部
負

担
額
が
減
額
に
な
る
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
在
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
て
、
引
き
続
き
該
当

と
な
る
か
た
に
は
、
新
し
い
認
定
証
を
保
険
証
と
一
緒
の

台
紙
で
郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
か
ら
お
使
い
く
だ

さ
い
。

認
定
証
の
該
当
と
な
る
か
た
で
も
、
現
在
交
付
を
受
け

て
い
な
い
か
た
に
は
、
郵
送
さ
れ
ま
せ
ん
。
交
付
を
希
望

す
る
場
合
は
、
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

保
険
証
等
は
７
月
末
ま
で
に
配
送
さ
れ
る
予
定
で
す
。

８
月
１
日
を
過
ぎ
て
も
届
か
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
料
決
定
通
知
書
が
７
月
中
旬
に
届
き
ま
す

令
和
６
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
お
知
ら
せ

す
る
通
知
書
を
、
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
は
、
加
入
者
全
員
が
等
し

く
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
、
被
保
険
者
本
人
の
令
和

５
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
の
合

計
と
な
り
、
個
人
単
位
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

な
お
「
均
等
割
額
」
は
、
世
帯
の
所
得
合
計
に
応
じ
て

減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

保
険
料
は
、
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
）ま

た
は
普
通
徴
収（
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
に
よ
る
徴
収
）

で
の
納
付
に
な
り
ま
す
の
で
、
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

特
別
徴
収
の
か
た
は
、口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す
。

特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更
を
希
望
す
る
場
合

は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ

	

保
険
課
医
療
給
付
係　
☎
43
‐
７
０
４
６

75歳以上
のかた

薄赤色
【有効期限】

令和７年７月31日



［5］ 令和 6年 7月号

ご注意ください!

とっても
カンタン！

マイナ保険証をカードリーダーからお取りください
受付完了

医師・薬剤師に提供する情報を選んでください
同意確認

顔認証または暗証番号のどちらかを選んでください
本人確認

※カードリーダーには複数の種類があります

※保険証利用登録がお済みでない場合は、利用登録画面に進みます

マイナ保険証をカードリーダーに入れてください
読み取り

医療機関の窓口でのマイナ保険証の使いかた

❹

❸

❷

❶

問い合わせ 国民健康保険のかた 保険課国保係 ☎0186-43-7047
 後期高齢者医療のかた 保険課医療給付係 ☎0186-43-7046

※令和6年12月1日までに発行された保険証は有効期限までは使えます。

今年12月2日から
現行の保険証は

発行されなくなります

高額療養費制度を利用する場合は、カードを取らずに限度額情報を「提供
する」を押してください。窓口で限度額以上の支払いが不要になります。

画面の枠に顔が収まるよ
うにすると自動的に認証
されます。

①過去の診療/薬剤情報
過去の診療、処方された
薬の情報を医師・薬剤師に
提供します。

②特定健診情報
特定健診（40～74歳）や
高齢者健診（75歳以上）の
結果を提供します。

カード申請時に設定した４桁の
暗証番号を入力します。

または

顔認証の場合 暗証番号の場合



［6］令和 6年 7月号

国
保
税
の
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で
！

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
を
口
座
振
替
に
す
る
と
、
納
付
の
手
間
や
納
め
忘
れ
の
心
配
が
な
く
な
り
ま
す
。
一
度
手
続

き
を
す
れ
ば
翌
年
度
以
降
も
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
た
め
、
簡
単
・
便
利
で
す
。

取
り
扱
い
金
融
機
関

★
秋
田
銀
行

★
北
都
銀
行

★
青
森
銀
行

★
み
ち
の
く
銀
行

○
秋
田
県
信
用
組
合

★
東
北
労
働
金
庫

★
あ
き
た
北
農
業
協
同
組
合

★
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

手
続
き
方
法

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
の
申
し
込
み

ペ
イ
ジ
ー
端
末
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
通
し
、
暗
証

番
号
を
入
力
し
て
申
し
込
み
ま
す
。

端
末
の
操
作
は
、
収
納
課
の
職
員
が
行
い
ま
す
（
暗
証

番
号
の
入
力
以
外
）。
簡
単
に
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
の

で
と
て
も
お
す
す
め
で
す
。

〇
申
し
込
み
窓
口

大
館
市
役
所
収
納
課（
1
階
12
番
窓
口
）

〇
必
要
な
も
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

〇
所
要
時
間

お
よ
そ
５
分

口
座
振
替
依
頼
書
で
の
申
し
込
み

口
座
振
替
依
頼
書
に
記
入
・
押
印
し
て
申
し
込
み
ま
す
。

依
頼
書
は
納
税
通
知
書
に
添
付
し
て
い
る
ほ
か
、
大
館

市
内
の
金
融
機
関
及
び
収
納
課
の
窓
口
に
も
備
え
付
け
て

い
ま
す
。

〇
申
し
込
み
窓
口

上
記
「
取
り
扱
い
金
融
機
関
」
の
本
支
店

〇
必
要
な
も
の

•�

預
貯
金
通
帳

•�

通
帳
印

（
秋
田
銀
行
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、

通
帳
印
は
不
要
で
す
）

•�
納
税
通
知
書
ま
た
は
納
付
書

問
い
合
わ
せ

	
収
納
課
総
務
係　
☎
43
‐
７
０
３
５

注

意

年
金
引
き
落
と
し
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更
を

希
望
す
る
か
た
は
、
届
出
が
必
要
で
す
。
税
務
課
市

民
税
第
一
係
（
☎
43
‐
７
０
３
３
）
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

保
険
証
の
紛
失
に
お
気
を
付
け
く
だ
さ
い

保
険
証
を
紛
失
し
た
た
め
、
再
交
付
申
請
を
す
る
か
た

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
は
保

険
証
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
保
険
証
は
氏
名
・
生
年
月
日
・

住
所
な
ど
、
加
入
者
の
重
要
な
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

保
険
証
は
大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う

●
保
険
証
の
再
交
付
申
請
件
数

•�

令
和
４
年
度　
２
３
２
件

•�

令
和
５
年
度　
２
１
０
件

国
保
保
険
証
を
紛
失
し
な
い
た
め
に

•�

保
険
証
の
更
新
時
期
を
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う

新
し
い
保
険
証
は
、
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
の
右
上
に

記
載
さ
れ
た
有
効
期
限
の
１
～
２
週
間
前
に
、
世
帯
主
の

宛
名
の
封
筒
で
郵
送
し
ま
す
。
有
効
期
限
の
１
～
２
週
間

前
は
、
郵
便
物
を
こ
ま
め
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

•�

届
い
た
保
険
証
は
封
筒
か
ら
出
し
て
保
管
し
ま
し
ょ
う

封
筒
に
保
険
証
を
入
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
他
の

郵
便
物
を
廃
棄
す
る
と
き
に
誤
っ
て
一
緒
に
廃
棄
し
て
し

ま
う
危
険
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
封
筒
か
ら
出
し
て
保
管
し

ま
し
ょ
う
。

★印の金融機関は
キャッシュカード
での申し込みが
できます



［7］ 令和 6年 7月号

地
域
で
取
り
組
む
高
齢
者
の
『
フ
レ
イ
ル
予
防
』	

保
険
課
医
療
給
付
係　
☎
43
‐
７
０
４
６

「
フ
レ
イ
ル
」
と
は

長
き
に
わ
た
る
外
出
自
粛
の
影

響
で
、
コ
ロ
ナ
禍
以
降
「
フ
レ
イ

ル
」
の
人
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
て

い
ま
す
。

今
こ
そ
フ
レ
イ
ル
対
策
に
取
り

組
む
こ
と
が
必
要
で
す
。

高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の
一
体
的
な
実
施

75
歳
の
後
期
高
齢
者
に
な
る
と
、
国
民
健
康
保
険
や
健

康
保
険
組
合
等
の
医
療
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

へ
と
移
行
さ
れ
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行
後
も
、
心
身
の
多
様
な

課
題
に
対
応
し
、
き
め
細
か
な
支
援
を
実
施
す
る
た
め
、

保
健
事
業
や
介
護
保
険
の
地
域
支
援
事
業
を
一
体
的
に
実

施
し
て
い
ま
す
。

フ
レ
イ
ル
予
防
の
取
り
組
み

管
理
栄
養
士
や
保
健
師
・
看
護
師
な
ど
の
医
療
専
門
職

が
、
地
域
に
出
向
き
、
健
康
づ
く
り
の
お
手
伝
い
を
し
ま

す
。

サロン等での健康
講話、健康状態の
確認　など

生活機能
の改善

介護予防事業等

健康診査、訪問、
相談、保健指導
　　　　　など

疾病予防・
重症化予防

保健事業

一体的実施イメージ図

一体的にフレイル対策に取り組む

令和６年度から大館（一中学区）地区、下川
沿地区でも取組を開始し、市内全域で一体
的な取組を実施しています。

高齢期になって、心身の活力（筋力や運動能力、認知機能、社会活動など）が
低下した状態を『フレイル』といいます。フレイルは、健康と要介護の間にあ
る「虚弱」を指し、「要介護」になる危険があります。
しかし、早めに生活習慣を見直し、必要な医療を受けることで、「健康」な状
態に戻ることができます。

健康診査の結果や診療報酬明細書（レセプト）などを
地域の健康課題の整理・分析や対象者の把握に活用

必要に応じて、必要なサービス（医療や介護など）を提供する関係機関へつなぐ

• フレイル予防の普及啓発
 （健康講話や健康相談）

• フレイルチェック測定など各種測定

• 質問票を用いての健康状態の確認
  など

高齢者に対する個別的支援
【ハイリスクアプローチ】

市民が集まる場への支援
【ポピュレーションアプローチ】

• 低栄養や口腔機能低下の予防

• 糖尿病性腎症重症化予防

• 高血圧症重症化予防

• 多剤服薬の保健指導

• 健康状態が不明なかたへの戸別訪問
  など

予
備
能
力

健　康 フレイル（虚弱） 身体機能障害

要支援・要介護になる
可能性が高い状態

放置していると
介護が必要な状態に

要支援・要介護状態

加　齢

生活習慣の見直しで
フレイルを予防できる

しっかり対策をすれば
健康な状態に戻れる

社会参加

フレイル対策
3つの柱

運動栄養



［8］令和 6年 7月号

問い合わせ　健康課　☎ 42-9055

～延ばそう健康寿命　みんなでつくる健康なまち　おおだて～
生涯にわたり健やかで心豊かに生活するとともに、健康寿命の延伸を目指し、健康
づくり計画「第３次健康おおだて 21」を推進していきます。今月は、栄養・食生活
／身体活動・運動／こころの健康・自殺予防の３つの分野を紹介します。

【生活習慣の改善目標】望ましい食生活を実践する人を増やします

減塩や薄味を実行している人の割合

基準値　令和４年度 目標値　令和 15 年度

48.1％ 68.6％

推定 1日食塩摂取量の平均値

基準値　令和４年度 目標値　令和 15 年度

9.7 ｇ 7.0 ｇ

★★★市民のみなさんの行動目標★★★
（1）�１日３食食べて食習慣を整えます
（2）�主食、主菜、副菜をそろえて食べます
（3）�野菜は毎食、果物は適量食べます
（4）�減塩を実践します
（5）�適正体重の維持を心がけます

【生活習慣の改善目標】
日常生活の中で、意識してからだを動かす
人を増やします
★★★市民のみなさんの行動目標★★★
（1）�１日約8,000歩以上（高齢者は6,000歩以上）

を目指して歩きます
（2）�座りすぎを避け、今よりも少しでも多く身

体を動かします

１回 30 分以上の軽く汗をかく運動を	
週２回以上１年以上実施している人の割合	
（健康づくりアンケート調査 20 ～ 50 歳代）

基準値　令和４年度 目標値　令和 15 年度

男性 18.2％ 20.0％

女性 � 7.9％ � 8.7％

【生活習慣の改善目標】
健やかなこころを支えます
★★★市民のみなさんの行動目標★★★
（1）�休養を十分にとり、積極的に余暇を過ごします
（2）�積極的なストレス対処行動で、ストレスを

コントロールします
（3）�不安や悩みを抱え込まず、周りの誰かに相談します
（4）�周りの人のこころの変化に気付きます

睡眠によって休養がとれている人の割合

基準値　令和４年度 目標値　令和 15 年度

78.2％ 80.0％

自殺率（人口 10 万対）

基準値　令和３年度 目標値　令和9年度

17.6 13.0

健康だより

第３次健康おおだて 21《シリーズ２》特
集

第３次健康おおだて21

今よりも減塩を 

意識しよう！

市民のみなさんの行動目標をできるところから実践しよう！

栄養・食生
活

身体活動・
運動

心の健康・
自殺予防

睡眠時間を

確保しよう！

生活習慣病の重症化を予防するためにも
減塩の取組をさらに強化し、減塩実行市
民の増加を目指します！

座りっぱなしの時間が長くなり
すぎないように注意して、今よ
りも少しでも多く身体を動かし
ましょう！

積極的に体を動かす
機会を作ろう！

こころの健康を維持するための生活やこころ
の病気への対応を理解し、取り組んでいこう！


